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大学等誘致基礎調査業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

松阪市に大学等高等教育機関を誘致することは、県内学生が身近で高度な教育を受ける

ことができる環境の整備とともに、東海・関西圏からの学生が集まることにより、にぎわい

や経済効果が見込まれ、一時的または永続的に松阪市とつながりをもつ若者の増加は、地域

経済の活性化などさまざまな効果が期待されます。しかしそうした効果を発揮するために

は、確かな学生ニーズの把握と過去から近年の傾向を踏まえた状況分析及び提案を踏まえ

慎重に検討する必要があります。そのためより専門性の高い調査結果を得るための調査及

び解析業務を委託します。 

本事業では、県内、県外学生へのアンケート行い、大学等誘致について専門的な見地から

の解析及び検証することを目的とし、本業務を遂行できる事業者をプロポーザルにより募

集します。 

 

２．業務概要 

（１）名  称 大学等誘致基礎調査業務委託 

（２）内容詳細 別紙「仕様書」のとおり 

（３）契約期間 契約締結日から令和３年２月２６日 

 

３．参加資格条件 

（１）本プロポーザルに参加する者は、大学等誘致基礎調査業務委託の趣旨と目的を理解し、

本業務に関する知識や能力がある事業者で、参加資格審査申請日から本契約締結日ま

での間において、次に掲げる項目をすべて満たすものとします。 

（ア）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4 に該当しないこと。  

（イ）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による会社更生手続き開始の申し立

て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続き開始の申し立て

がなされていないこと。 

（ウ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77号）第 2条

に規定する暴力団員と密接な関係を有しないものであること。 

（エ）国税、地方税を滞納していないこと。  

（オ）松阪市契約規則第 5 条の規定による一般競争入札有資格者名簿に登録があること。 

（カ）法人格を有し、高校生に模擬試験、教育用機材等の教育支援サービス提供の実績が

ある事業者で、本委託業務を円滑に遂行できること。 

 

４．提案上限額について 

   [提案上限額] 2,500,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

    ※提案上限額を超えての提案は無効とします。 
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５．企画提案にあたっての留意事項について 

（１）プロポーザル実施要領等の参加希望者は、参加申請書の提出をもって、プロポーザル

実施要領等の記載内容を承諾したものとみなします。 

（２）プロポーザル参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

（３）提出された書類については、変更できないものとし、採用・不採用に関わらず返却は

しません。 

（４）松阪市から提出する資料は取扱いに注意するとともに、無断で当プロポーザルに係る

検討以外の目的で使用することを禁止します。 

（５）提出書類については、松阪市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。 

（６）いずれかに該当するときは無効とします。 

① 資格要件を欠くもの。 

② 提出書類に虚偽の記載があったと認められるもの。 

③ 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

④ 信義に反する行為があったとき。 

⑤ その他選考に係る不正行為があったもの。 

（７）プロポーザル実施要領及び仕様書に定めるもののほか、応募にあたって仕様の変更が

あった場合には、参加希望者に通知します。 

 

６．契約保証金について 

契約予定者は、松阪市契約規則第 31条に基づき、契約締結時に契約保証金を納付 

していただきます。 

契約保証金の額は、契約金額の 100分の 10以上とします。 

 

７．参加申請について 

（１）所管課（申請書等の提出先） 

松阪市企画振興部経営企画課  

住  所：〒515-8515 松阪市殿町 1340番地１  

電  話：0598-53-4319  

F A X ：0598-22-1377  

E-mail：kei.div@city.matsusaka.mie.jp 

（２）プロポーザル実施スケジュール 

実施公告日（公表）              ７月 ２日（木） 

参加申請にかかる質問提出期限         ７月 ９日（木）１７時必着 

参加申請にかかる質問回答期限         ７月１３日（月） 

参加申請書提出期限              ７月１５日（水）１７時必着 

参加資格審査結果通知             ７月１６日（木） 
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企画提案書及び提案見積等にかかる質問提出期限 ７月２０日（月）１７時必着 

企画提案書及び提案見積等にかかる質問回答期限 ７月２２日（水） 

企画提案書及び提案見積等提出期限       ７月２７日（月）１７時必着 

参加辞退届提出期限              ７月２７日（月）１７時必着 

プレゼンテーション及びヒアリング審査の実施  ８月初旬（予定） 

最優秀提案者の決定              ８月初旬（予定） 

業務委託契約締結               ８月中旬（予定） 

（３）プロポーザル実施要領等の閲覧期間及び閲覧場所 

閲覧期間：令和２年７月 ２日（木）～令和２年７月２７日（月）  

※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定す

る休日を除く午前９時～午後５時まで。ただし正午～午後１時を除く。  

閲覧場所：（１）に記載の所管課  

閲覧内容：大学等誘致基礎調査業務委託プロポーザル実施要領及び仕様書  

※市のホームページよりダウンロード可能。 

（４）参加申請書の提出期限、提出場所及び提出方法等  

提出期限：令和２年７月１５日（水）１７時必着  

提出場所：（１）に記載の所管課  

提出方法：持参又は郵送（書留、または簡易書留、特定記録郵便）による送付に限りま

す。  

※郵送の場合は、事前に担当課まで連絡をしてください。  

提出書類：①参加申請書 （様式第１号）  

②事業者概要（沿革、代表者の履歴等）・・・・任意様式  

③業務実績調書（様式第２号）及び契約書の写し等  

地方公共団体と締結した契約書の写し等（受託した契約を履行した内容

の確認がとれるもの）  

④担当者実績調書（様式第３号）  

⑤業務計画予定書（様式は任意）  

⑥納税に関する証明書（発行から３か月以内のもの）  

・法人税（国税）並びに消費税及び地方消費税の完納証明（納税証明書そ

の３の３） 

※提出書類は、証明書等を除きＡ４版とする。 

（５）参加申請にかかる質問提出期限  

令和２年７月９日（木）１７時必着 

※質問の要旨を質問書（様式第６号）に記載し、松阪市企画振興部経営企画課に原則と

してメール（ファクシミリでも可）で送信してください。 

（６）参加申請にかかる質問回答期限 

原則として、令和２年７月１３日（月）までに、質問者に随時メールで回答する。 
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（７）参加資格審査結果通知日（※参加資格者の決定） 

通 知 日：令和２年７月１６日（木）  

通知方法：メールにより各社へ送信します。審査の結果、プレゼンテーション 

及びヒアリング審査に進むことができる事業者には、同審査の開催日時及

び場所等を連絡します。 

（８）企画提案書及び提案見積書等にかかる質問提出期限 

令和２年７月２０日（月）１７時必着  

※質問の要旨を質問書（様式第６号）に記載し、松阪市企画振興部経営企画課に原則と

してメール（ファクシミリでも可）で送信してください。 

（９）企画提案書及び提案見積書等にかかる質問回答期限 

原則として、令和２年７月２２日（水）までに、質問者に随時メールで回答する。 

（10）企画提案書提出期限、提出場所、提出方法及び記載内容等 

提出期限：令和２年７月２７日（月）１７時必着 

提出場所：（１）に記載の所管課  

提出方法：持参又は郵送（書留、または簡易書留、特定記録郵便）による送付に限りま

す。 

※郵送の場合は、事前に担当課まで連絡をしてください。  

提出書類：①企画提案書（様式第４号を含む） 

②提案見積書（様式第５号）  

③付属資料（任意） 

 

【企画提案書作成上の留意事項】  

（ア）企画提案書の様式は、Ａ４縦長横書き両面としてください。  

（イ）１部を袋綴じし「正本」とし、社名を表紙に記載したうえで、代表者の印鑑証明印（実

印）を押印してください。 なお、提案者にかかる担当者名及び連絡先等を必ず明示し

てください。  

（ウ）「副本」として６部作成し、電子媒体とともに添付してください。（※社名及び印は一

切削除してください。）電子媒体には、紙媒体で提出する文章すべてを含めてください。

電子媒体は、PDF形式または、Microsoft Office 形式としてください。  

（エ）企画提案書は別紙様式第４号「企画提案書」に沿って記載してください。  

（オ）企画提案書は、次のことについて記載し、「８審査方法について」にある審査評価項

目の評価の視点に沿って、提案内容を分かり易く具体的に記述してください。その他、

仕様書に従って積極的な提案を行ってください。  

①取組方針（本業務についての基本的な考え方） 

②主要検討事項  

・大学等誘致基礎調査アンケートに効果的な質問項目の提案 

・データ解析から具体的、専門的な提案書の作成 
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③その他特に提案すべき事項  

（カ）企画提案書は、全部で１０ページ以内に収めてください。また、必ずページ番号を表

記してください。  

（キ）本市の提示した「実施要領や仕様書の記載のとおり」といった記述にしないようにし

てください。  

（ク）契約締結の際には、本プロポーザルの仕様書に加え、企画提案書一式を添付しますの

で、実現不可能なものではなく、確実に実現できる範囲で記載してください。企画提案

書に記載された内容は、全て提案者が実現を約束したものとみなします。  

（ケ）仕様書に記載している内容以外に、この業務の目的を達成するための有効な方法があ

る場合は、積極的に提案を行ってください。  

（コ）提案見積額に加算していない有料オプションなど、別途費用を必要とするものの企画

提案書への記載は受付しません。 

 

【提案見積書記載上の留意事項】  

（ア）提案見積書は、別紙様式第５号に従い作成してください。  

（イ）提案見積書は、企画提案書とは別に作成してください。  

（ウ）提案見積書については、本市の競争入札参加資格者登録に使用した印鑑を押印してく

ださい。  

（エ）件名は横書きで、「大学等誘致基礎調査業務委託」としてください。  

（オ）提案見積書提出の際は封筒に入れ、封筒に封印、封緘（封の糊付け）、封筒の継ぎ目

に封印（押印）してください。印は、本市の競争入札参加資格者登録に使用した印鑑を

使用し、封筒の継ぎ目３か所へ押印してください。 
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【無効提案（見積り）】  

次のいずれかに該当する提案（見積り）は無効とします。  

（ア）提案者が同一事項の提案（見積り）に対し、二以上の提案（見積り）をしたとき。  

（イ）提案見積書の金額、名前、印影、若しくは重要な文字の誤脱、または識別しがたい提

案（見積り）。  

（ウ）提案見積額に関して、桁間違い等、提案者から誤記との意思表示がなされた場合。  

（エ）価格提案に関する上限に違反したとき。  

（オ）提案見積書封筒に封緘（封の糊付け）、封印のないもの。 

 

８．審査方法について 

企画提案書及び提案見積書の提出期限後、大学等誘致基礎調査業務委託プロポーザル審

査委員会において審査を行います。なお、本プロポーザルに参加希望社が 1社であっても同

様とします。 

（１）プレゼンテーション及びヒアリング審査の実施・・・非公開 

  実施日時：８月初旬（予定） 

  実施場所：松阪市役所内（三重県松阪市殿町１３４０番地１） 

   ＊開催日時及び場所については、参加資格審査結果とともに通知します。 

  実施時間：１事業者約３０分（説明１５分以内・ヒアリング１５分程度） 

  留意事項：①当日の追加資料は認めない 

       ②web会議システム、プロジェクター、スクリーン等を使用する場合は予め

申し出ること。 

（２）選定方法 

  （ア）選定は、企画提案内容と提案見積額の評価を合算した総合評価にて選定する。 

  （イ）評価は、「内容評価」と「価格評価」を行い、１００点満点中、最も評価点が高

い提案者が最優秀提案者となる。 

  （ウ）「内容評価」については、提出された書類、プレゼンテーション及びヒアリング

の内容により評価する。選定委員の平均点を算出し、小数点第二位以下切り捨て

とする。なお、内容評価点８０点のうち、得点が４０点に満たない場合は、選考

から除外する。「価格評価」については、提案上限額を基準に、提案見積書によ

る提案価格を評価する。なお、提案見積書において提案のあった金額が提案上限

額を超えた場合は、評価の対象外とする。 

  （エ）最も高い評価点が同点の場合は、内容評価項目ごとの各審査員点数を平均し、上

回る項目数が多い方に決定する。また項目数が同数であった場合は、提案見積額

が低い提案者を最優秀提案者とする。さらに同額であった場合はくじにより決

定する。ただし、次の要件に該当した場合は、選定基準の対象から除外する。 

      ①選定基準に関する不当な要求等を申し入れた場合 
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      ②提出書類に虚偽または不正があった場合 

      ③提出書類等の提出期間を経過してから提出書類等が提出された場合 

      ④複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出した場合 

      ⑤提出書類等提出後に事業計画の内容を大幅に変更した場合 

      ⑥その他不正行為があった場合 

（３）選定結果の通知 

 選定の結果は、全ての参加者に書面で通知する。なお、審査の公正・透明性を図るため、

選定結果を公表する 

 

９．支払について 

委託料は、業務が完了し、履行確認を行った後、請求があった日から３０日以内に支払う

ものとします。 

 

１０．その他 

参加申請書提出後、辞退する場合は、指定の様式・参加辞退届（様式第７号）を使用し、

参加辞退届の提出期限（令和２年７月２７日（月）１７時必着）までに企画振興部経営企画

課へ提出してください。参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはあ

りません。郵送される場合は、必ず書留、または簡易書留、特定記録郵便としてください。 


